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 鴨川市観光街路灯建設事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

  令和５年３月 31 日 

鴨川市長 長谷川 孝夫   

 

鴨川市告示第 49号 

   鴨川市観光街路灯建設事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 鴨川市観光街路灯建設事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示（平成 25 年鴨川市

告示第 126 号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「、小湊街路灯協会及び鴨川街路灯協会」を「及び小湊街路灯協会」に改める。 

 附則第２項中「令和５年３月 31 日」を「令和８年３月 31 日」に、「交付の決定がされ

た」を「規則第４条の規定による交付の決定があった」に改める。 

   附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 

 


